
第58期 定時株主総会

招集ご通知

日時
2025年６月27日（金曜日）
午前10時

場所
東京都文京区湯島一丁目７番５号

東京ガーデンパレス３Ｆ
「平安」

決議
事項

第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役５名選任の件
第３号議案 監査役２名選任の件

株式会社栄電子
証券コード：7567
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証券コード7567
2025年６月12日

（電子提供措置の開始日2025年６月5日）
株 主 各 位

東京都千代田区外神田二丁目９番10号
株 式 会 社 栄 電 子

代表取締役 津 田 百 子
第58期定時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第58期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト https://sakae-denshi.com

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
東証ウェブサイト https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?

Show=Show
上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基
本情報」「縦覧書類/PR 情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日のご出席に代えて、インターネット又は書面により議決権を行使することができま
すので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、2025年６
月26日（木曜日）午後5時30分までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

敬 具
記

１. 日 時 2025年６月27日（金曜日）午前10時
２. 場 所 東京都文京区湯島一丁目７番５号

東京ガーデンパレス３Ｆ「平安」
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

３. 目的事項
報告事項 １. 第58期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）事業報告、連結計

算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第58期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）計算書類報告の件
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決議事項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役５名選任の件
第３号議案 監査役２名選任の件

以 上
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお

願い申し上げます。
議決権行使書面において、議案につき賛否のご表示がない場合は、賛成の議決権行使があったもの

としてお取り扱わせていただきます。
なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載さ

せていただきます。
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株主総会にご出席いただける場合
議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
なお、当日代理人により議決権を行使される場合は、他の議決権を有する株主様
１名に委任することができます。この場合は、代理権を証明する書面をご提出く
ださい。

2025年6月27日（金曜日）午前10時
（受付開始 午前9時）開催日時

株主総会にご出席いただけない場合

詳細は 次ページ をご覧ください

当社指定の議決権行使ウェブサイト（ https://soukai.mizuho-tb.co.jp/ ）にて各議
案に対する賛否をご入力ください。

2025年6月26日（木曜日）午後５時30分行使分まで議決権
行使期限

インターネット

議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

議案につき賛否のご表示がない場合は、賛成の議決権行使があったものとしてお取り扱わせていただきます。
議決権行使書面とインターネットによる方法と重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議
決権行使を有効なものとさせていただきます。
インターネットによる方法で重複して議決権を行使された場合、または議決権行使書面による方法で重複して
議決権を行使された場合は、いずれも最後に行使されたものを有効とさせていただきます。

2025年6月26日（木曜日）午後５時30分到着分まで議決権
行使期限

郵 送

■ 議決権行使についてのご案内
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■ インターネットによる議決権行使のご案内

お問い合わせ先について
ご不明点は、株主名簿管理人であるみずほ信託銀行証
券代行部（以下）までお問い合わせください。

ご注意
■「スマート行使」による議決権行使後に行使内容を修正したい場合は、

お手数ですが上記「議決権行使コード・パスワード入力による方法」
に記載の方法でご修正いただきますようお願い申しあげます。

■ 書面とインターネットによる議決権行使を重複して行使された場合
は、インターネットによるものを有効とします。インターネットに
て複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効とします。

■ インターネット接続・利用に係る費用は株主様のご負担となります。
■ インターネットによる議決権行使は一般的なインターネット接続機器

にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器やその状況によって
はご利用いただけない場合があります。

▼議決権行使ウェブサイトの操作方法等に関する専用お問い合わせ先

ふ0120-768-524（年末年始を除く
9:00～21:00）

▼上記以外の株式事務に関するお問い合わせ先

ふ0120-288-324（平日 9:00～17:00）

議決権行使コード・パスワード入力による方法 https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

以降は画面の案内に従って
賛否をご入力ください。

● パスワードは、ご投票される方がご本人であることを確認する手段です。今回の総
会のみ有効です。なお、パスワードを当社よりお尋ねすることはございません。

● パスワードは、一定回数以上連続して間違えるとロックされ使用できなくなりま
す。ロックされた場合、画面の案内にしたがってお手続きください。

「議決権行使ウェブサイト」（上記URL）にアクセスいただき、同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コード
及びパスワードにてログインのうえ、画面の案内に従って行使内容をご入力ください。
なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります。

（注）「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。QRコードを読み取れるアプリケーション（又は機能）の導入が必要です。

クリック

クリック

入 力
入 力

クリック

「スマート行使」（スマートフォン用議決権行使ウェブサイト）による方法
同封の議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを
スマートフォン等にてお読み取りいただき、「スマート行使」
へアクセスしたうえで、画面の案内に従って行使内容をご入
力ください。
なお、議決権行使コード・パスワードのご入力は不要です。

「スマート行使」による議決権行使は１回限りです。

「ログイン用QR
コード」はこちら
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株主総会参考書類
第１号議案 剰余金処分の件
当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の最重要事項のひとつと認識し、業績並びに財務体

質の向上、配当性向等を勘案しながら安定した配当を行うことを基本方針としております。
第58期の期末配当につきましては、当期の業績、今後の事業環境及び事業の継続的成長のた

めの内部留保などを総合的に勘案し、以下のとおりとさせていただきたいと存じます。

(1)配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき 10円
総額 50,787,360円
(配当財産の総額は、自己株式11,264株分を除いて計算しております。）

(2)剰余金の配当が効力を生ずる日
2025年６月30日

第２号議案 取締役５名選任の件
取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役５名の選任

をお願いいたしたく存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、当社における地位、担当
及び重要な兼職の状況

所有株式数
（千株）

１

再任
つ だ ももこ
津 田 百 子

(1967年7月12日生)

1990年４月 入社
2011年７月 経理課長
2013年６月 取締役経理部長
2015年６月 取締役兼執行役員経理部長
2016年６月 取締役副社長兼執行役員管理本部長兼経理部長
2018年６月 取締役執行役員経理部長

東栄電子㈱取締役（現任）
2019年１月 取締役副社長兼執行役員経理部長
2020年10月 取締役社長
2022年６月 代表取締役社長(現任）

9

2025年05月27日 09時12分 $FOLDER; 6ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



― 6 ―

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、当社における地位、担当
及び重要な兼職の状況

所有株式数
（千株）

２

再任
おおくぼ まさふみ

大 久 保 雅 文
(1969年12月13日生)

1994年４月 株式会社キャッツ入社
2004年４月 当社入社
2009年６月 取締役総務部長
2011年７月 執行役員購買部長
2018年８月 執行役員首都圏営業部長
2019年６月 取締役執行役員総務部長
2021年５月 取締役執行役員営業担当
2023年４月 取締役執行役員企画担当(現任）

2

３

再任 社外 独立
いしかわ まさなり
石 川 雅 也

(1979年6月18日生)

2003年４月 前田建設工業株式会社入社
2011年１月 株式会社大塚商会入社
2014年４月 新創監査法人入所(現任)
2015年12月 公認会計士開業登録(現任)
2016年６月 当社取締役(現任）

-

４

再任 社外
たなか みどり
田 中 美 登 里

(1932年9月26日生)

1961年４月 弁護士登録(現任)
1961年４月 中村合同特許法律事務所入所
1974年１月 東京家庭裁判所調停委員
1975年１月 東京家庭裁判所参与委員
1990年２月 第二東京弁護士会懲戒委員会委員
1995年４月 第二東京弁護士会常議員会議長
1996年８月 法制審議会委員
1997年11月 日弁連懲戒委員会委員長
2004年６月 日本女性法律家協会会長
2019年６月 当社取締役(現任）

-

５

再任 社外
いしかわ まさみ
石 川 雅 己

(1941年2月22日生)

1963年４月 東京都入庁
1975年12月 千代田区企画部企画課長
1988年８月 東京都生活文化局主幹
1995年６月 東京都港湾局長
1996年７月 東京都福祉局長
1999年６月 首都高速道路公団理事
2001年２月 千代田区長
2021年５月 当社顧問
2021年６月 当社取締役(現任)

-

(注)１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．石川雅也氏、田中美登里氏及び石川雅己氏は社外取締役候補者であります。なお、石川雅也氏は、東
京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。

３．社外取締役の選任理由及び期待される役割の概要
石川雅也氏は、公認会計士としての専門的な知識･経験等を有しており、当社のガバナンス体制強化と

経営全般に対する助言を期待し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。なお、同氏は
社外取締役となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、
社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
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田中美登里氏は、弁護士としての経験･識見が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的
視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより経営の透明性の向上、
監督機能強化に繋がることを期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏
は社外取締役となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由によ
り、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
石川雅己氏は、千代田区長として５期20年にわたる区政運営と行政活動を通じた多様な経験と幅広い

見識を有しており、経営全般に対する助言・提言を行っていただけることを期待し、社外取締役として
選任をお願いするものであります。なお、同氏はこれまで会社経営に直接関与した経験はありませんが、
上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

４．石川雅也氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって９年であります。
５．田中美登里氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって６年であります。
６．石川雅己氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって４年であります。

第３号議案 監査役２名選任の件
監査役菊池隆之、藤原幹人の両氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査

役２名の選任をお願いいたしたく存じます。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、当社における地位
及び重要な兼職の状況

所有株式数
（千株）

１

再任
きくち たかゆき
菊 池 隆 之

(1960年2月21日生)

1982年４月 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行
1998年４月 中小企業事業団(現中小企業基盤整備機構)出向
2004年６月 当社入社
2009年５月 当社取締役経理部長
2011年７月 東栄電子株式会社転籍
2019年12月 当社常勤監査役（現任）
2020年６月 東栄電子株式会社監査役(現任）

-

２

再任 社外
ふじわら みきと
藤 原 幹 人

(1946年7月13日生)

1972年６月 有限会社十条パーツ設立、代表取締役社長
1984年１月 株式会社十条パーツ(現株式会社ジュパ)へ組織

変更、代表取締役社長
2009年６月 当社監査役(現任）
2018年６月 株式会社ジュパ取締役会長(現任）

26

(注)１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．藤原幹人氏は社外監査役候補者であります。藤原幹人氏は、株式会社ジュパの取締役会長を兼務して
おります。

３．藤原幹人氏が取締役会長をしております株式会社ジュパと当社とは、電子部品の販売仕入取引があり
ます。

４．社外監査役の選任理由
藤原幹人氏は、電子部品業界における長年の経営経験から十分な知見を有しており、当社監査役とし

て経営全般の監視をお願いするとともに、経営改善に向けて有効な助言を期待し、社外監査役として選
任をお願いするものであります。

５．藤原幹人氏の当社社外監査役就任期間は、本総会終結の時をもって16年であります。
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【ご参考】取締役及び監査役のスキルマトリクス
第２号議案及び第３号議案が原案どおり承認可決された場合の取締役及び監査役のスキルマ

トリクスは次のとおりになります。

氏名 地位 企業経営 事業戦略
法 務 ・
コンプラ
イアンス

内 部 統
制・ガバ
ナンス

財務会計 DX戦略

津田百子 代表取締役 〇 〇 〇 〇
大久保雅文 取締役 〇 〇 〇 〇
石川雅也 社外取締役 〇 〇 〇
田中美登里 社外取締役 〇 〇
石川雅己 社外取締役 〇 〇 〇
菊池隆之 常勤監査役 〇 〇 〇
藤原幹人 社外監査役 〇 〇
外村玲子 社外監査役 〇 〇

以 上
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事 業 報 告

〔2024
2025

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで〕

１．企業集団の現況
(1) 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境が改善する中で、景気は緩やか
な回復基調で推移いたしました。一方で、欧米・中国経済の先行き不安、さらには物価上
昇、中東をめぐる情勢、金融資本市場の変動などにより、先行きは依然として不透明な状
況にあります。
当社の主力市場である半導体製造装置関連市場においては、生成ＡＩ関連を中心に半導

体の需要が増加しており、市場環境は回復傾向にあります。しかし、主要顧客における生
産部材の在庫消化や手配調整が続き、受注環境は依然として厳しい局面が続きました。
このような状況の中、当社グループでは下期において受注が一部回復したものの、前連

結会計年度から続いた生産・在庫調整等の影響から、売上高・利益ともに減少し、減収減
益の結果となりました。
当社グループといたしましては、「資本効率」「逆算思考」「成長主義」をキーワードに

「栄電子ＫＰＩ」（重要業績評価指標）を設定し、新規商材・新規市場の開拓ならびに既存
顧客との関係強化に注力いたしました。また、展示会への出展やWEB広告等を活用して
新たな顧客接点を創出し、台湾や韓国等東アジア圏を中心に取引メーカーや新規顧客の開
拓を進め、商材及び販路の拡充を推進いたしました。
さらに人的資本経営の視点から人材の採用・育成や健康経営の推進にも取り組み、価値

創造力向上を図るとともに、業務効率化、競争力強化を目的とした基幹システム構築を進
め、業績向上に努めております。
当連結会計年度における当社グループの業績は、売上高6,428百万円（前年同期比23.2

％減）、営業利益63百万円（前年同期比80.1％減）、経常利益84百万円（前年同期比75.3
％減）、親会社株主に帰属する当期純利益37百万円（前年同期比83.8％減）となりまし
た。
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当連結会計年度の売上高における商品の区分別概況は次のとおりであります。
区 分 売 上 高 構 成 比 前年同期比

商

品

一 般 電 子 部 品 3,730,260千円 58.0％ △4.6％
電 源 1,341,210 20.9 △35.5
電 子 デ バ イ ス 283,902 4.4 △49.6
IoT 機 器 157,093 2.4 +30.8
セ ン サ ー 58,691 1.0 △21.3
そ の 他 857,222 13.3 △47.1
合 計 6,428,380 100.0 △23.2

(2) 設 備 投 資 の 状 況
特記すべき事項はありません。

(3) 資 金 調 達 の 状 況
当連結会計年度中における増資、社債の発行による資金調達はありません。

(4) 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
該当事項はありません。

(5) 他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

(6) 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

(7) 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
該当事項はありません。

2025年05月27日 09時12分 $FOLDER; 11ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



■ １株当たり当期純利益（円） ■ 純資産額（千円）■ 総資産額（千円）

■ 売上高（千円） ■ 経常利益（千円） ■ 親会社株主に帰属する当期純利益（千円）

第57期
（2024年３月期）

第55期
（2022年３月期）

第56期
（2023年３月期）

第57期
（2024年３月期）

第55期
（2022年３月期）

第56期
（2023年３月期）

第57期
（2024年３月期）

第55期
（2022年３月期）

第56期
（2023年３月期）

第57期
（2024年３月期）

第55期
（2022年３月期）

第56期
（2023年３月期）

第57期
（2024年３月期）

第55期
（2022年３月期）

第56期
（2023年３月期）

第57期
（2024年３月期）

第55期
（2022年３月期）

第56期
（2023年３月期）

9,007,564

3,529,445
6,559,431104.68

699,087
531,659

10,839,012
900,946

651,423

128.26 7,442,731
4,138,916

8,366,407

341,489
230,738

45.43

7,549,766
4,561,760

第58期
（2025年３月期）

第58期
（2025年３月期）

第58期
（2025年３月期）

第58期
（2025年３月期）

第58期
（2025年３月期）

第58期
（2025年３月期）

6,428,380

84,455 37,265

7.34

6,692,424 4,473,980
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(8) 財産及び損益の状況

区 分 第 55 期
(2022年３月期)

第 56 期
(2023年３月期)

第 57 期
(2024年３月期)

第 58 期
(2025年３月期)

売 上 高 (千円) 9,007,564 10,839,012 8,366,407 6,428,380
経 常 利 益 (千円) 699,087 900,946 341,489 84,455
親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) 531,659 651,423 230,738 37,265
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円) 104円68銭 128円26銭 45円43銭 7円34銭
総 資 産 額 (千円) 6,559,431 7,442,731 7,549,766 6,692,424
純 資 産 額 (千円) 3,529,445 4,138,916 4,561,760 4,473,980
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(9) 重要な親会社及び子会社の状況
① 親 会 社 と の 関 係

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 議決権比率 主 な 事 業 内 容

東 栄 電 子 ㈱ 16,000千円 100％ 電子部品の販売

③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況
該当事項はありません。
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(10) 対 処 す べ き 課 題
当社グループを取り巻く経営環境につきましては、主力市場である半導体製造装置関連業界に

おいて、ＡＩの発展、自動車のＥＶ化、自動運転技術の進展による半導体利用の拡大、IoT利用
の進展に伴うデータセンター需要の増加などにより、中長期的に市場環境は一段と拡大していく
ものと予想されます。
このような環境のもと、当社グループは長期的な成長を見据え、2024年3月期より新た

な成長フェーズへの移行に着手し、顧客基盤の多様化や安定的な収益基盤の確立といった重
要課題に取り組んでおります。
もっとも、当社グループの売上は依然として半導体製造装置関連顧客への依存度が高く、

顧客動向が業績に与える影響は大きい状況にあります。このため、中長期的な成長のために
は、収益構造の強化に加え、顧客集中リスクの軽減、グループ営業体制の整備、さらには株
主価値の向上に向けた取り組みが急務となっております。
このことから、当社グループは持続的な成長と企業価値の向上を実現するため、2026年

3月期から2028年3月期を対象とする中期経営計画の基本方針を策定いたしました。

<私たちの使命>
誠実・真摯・高潔な姿勢で、電子部品を通じて人と技術をつなぎ、
安定供給と新たな価値創造で産業と社会の発展に貢献する。

<私たちが目指す姿>
わくわくする挑戦を重ね、感謝と繁栄が循環する未来を創る。

＜基本の心・行動指針＞
「お客の役に立て」〜信頼と挑戦で未来を切り拓く〜

素直な心：常に素直な姿勢で、時代や環境の変化に柔軟に対応し、新しい価値を創造する。
奉仕の心：「私がします」の精神でお客様やチームと共に働き、新しい価値を共創する。
約束を守る：誠実な行動を通じて、信頼関係を繋ぐ。
時間を大切にする：時間を有効活用し、自己研鑽と貢献を通じて、未来を創る。
持続可能な未来への挑戦：環境と社会への影響を意識し、次世代に向けた持続可能な発展を

追求する。
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【中期経営計画基本方針及び取組みの概要】

●基本方針
資本コストや株価を意識した経営により企業価値を高める

●数値目標（2028年3月期）
・連結売上高：150億円
・投下資本利益率(ROIC)・自己資本利益率(ROE) ：8％以上
・株価純資産倍率(PBR)：1倍以上

●取組みの概要
１）収益力の向上
・顧客基盤の多様化を推進し、新規市場・販路の開拓やM&Aの活用により安定的な収益
源を確保

・国内拠点の選択と集中により、地域密着型の営業体制を構築
・東アジア圏を中心とした海外販路の拡大とグローバル展開の加速
・人材育成や健康経営の推進により、人的資本の強化と組織力向上を図る
・DX推進や業務プロセスの見直しを通じ、生産性の向上と収益性の改善を実現

２）資本効率の向上
・資本コストを意識した経営と利益還元の強化
・連結配当性向20〜30％、株主資本配当率（DOE）2.0％以上を目標とする利益還元政
策の実施

・株主優待制度を2025年3月期より導入し、株主還元の多様化を推進

３）ＩＲ活動の充実
・プレスリリースの多様化により、製品・サービス情報に加え、ESGや人的資本に関する
情報を発信

・IRサイトのリニューアルを通じ、当社の強みや成長戦略をわかりやすく可視化
・非財務情報の開示充実により、持続可能な成長への取組を積極的に発信

2025年05月27日 09時12分 $FOLDER; 15ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



― 15 ―

(11) 主 要 な 事 業 内 容（2025年３月31日現在）
当社グループは、当社及び子会社１社で構成されており、産業用一般電子部品、電子デバ

イスの販売を主な内容としております。
東栄電子株式会社は当社の100％連結子会社であり、当社と同様に産業用一般電子部品の

販売を主な内容としております。

(12) 主 要 な 事 業 所（2025年３月31日現在）

㈱ 栄 電 子 当 社
本 社 東京都千代田区外神田

営業所 営業一課、営業二課、神奈川、西東京、埼玉、山
梨、宮城、長野、大阪、熊本、福岡

東 栄 電 子 ㈱ 子 会 社 本 社 東京都千代田区外神田

(13) 使 用 人 の 状 況（2025年３月31日現在）
① 企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減 (△）
79名 (14名 ) +7名 (-2名 )

(注) 使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しておりま
す。

② 当社の使用人の状況
使 用 人 数 前事業年度末比増減 (△) 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

76名 （14名 ) +7名（-1名 ) 38歳1カ月 9年3カ月
(注) 使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しておりま

す。

(14) 主要な借入先の状況（2025年３月31日現在）
借 入 先 借 入 額

㈱ り そ な 銀 行 300,000千円
㈱ 三 井 住 友 銀 行 200,000

(15) その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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２．株 式 の 状 況（2025年３月31日現在）
(1) 発 行 可 能 株 式 総 数 20,000,000株
(2) 発 行 済 株 式 の 総 数 5,090,000株
(3) 株 主 数 5,340名
(4) 大 株 主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
染 谷 英 雄 1,234千株 24.30％
染 谷 美 穂 子 385 7.59
有 限 会 社 酒 東 商 事 369 7.28
ウ ル ト ラ テ ク ノ ロ ジ ー 株 式 会 社 350 6.90
染 谷 政 一 300 5.91
染 谷 崇 300 5.91
扇 谷 昭 子 69 1.37
中 西 豊 子 52 1.02
栄 電 子 社 員 持 株 会 43 0.85
小 原 悟 古 36 0.72
（注) 持株比率は自己株式（11,264株）を控除して計算しております。

３．会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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４．会社役員の状況
(1) 取締役及び監査役の状況（2025年３月31日現在）
会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長 津 田 百 子 東栄電子㈱取締役
取 締 役 会 長 染 谷 英 雄 東栄電子㈱代表取締役会長兼社長、（有)酒東商事取締役
取 締 役 大久保 雅 文 執行役員企画担当
取 締 役 石 川 雅 也 新創監査法人公認会計士
取 締 役 田 中 美登里 弁護士
取 締 役 石 川 雅 己

監 査 役 菊 池 隆 之 東栄電子㈱監査役
監 査 役 藤 原 幹 人 ㈱ジュパ取締役会長
監 査 役 外 村 玲 子 中村合同特許法律事務所 パートナー 弁護士･弁理士
(注) １．取締役石川雅也氏、取締役田中美登里氏及び取締役石川雅己氏は、社外取締役であります。

２．監査役藤原幹人氏及び監査役外村玲子氏は、社外監査役であります。
３．監査役菊池隆之氏は、当社内の経理部門で経理経験を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を

有するものであります。
４．取締役石川雅也氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

(2) 責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。

(3) 補償契約の内容の概要
該当事項はありません。

(4) 会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項
該当事項はありません。

(5) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は以下の

とおりであります。
・取締役報酬は、毎月固定額を支払う基本報酬を現金振込みで支給する。
・取締役の報酬に関する社会的動向、当社の業績、社員給与との衡平その他報酬水準の
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決定に際し斟酌すべき事項を勘案する。この際、取締役会においては、報酬に関する
透明性、客観性を確保する観点から、社外役員の意見を聴取し、当社の役員報酬のあ
り方等について検討し、取締役会で決定する。

② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、1997年６月27日開催の第30期定時株主総会において月額

4,000万円以内(使用人兼務取締役の使用人分は含まない)と決議されております。当該定時
株主総会終結時点の取締役の員数は５名です。
監査役の金銭報酬の額は、1997年６月27日開催の第30期定時株主総会において月額

1,000万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は２名で
す。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する事項
取締役個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、株主総会決議の範囲内で代表取締役が

原案を作成し、社外取締役を含めた取締役会決議を経て決定しております。
当事業年度に係る取締役の個人別報酬等についても、当社の業績や社会的動向を勘案し、

社員給与とのバランスをとりながら検討されていることから、取締役会は、報酬の内容が当
該方針に沿うものであると判断しております。
④ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

区 分 支給人員 支 給 総 額
報酬等の種類別総額

基本報酬

取 締 役 6名 51百万円 51百万円
（う ち 社 外 取 締 役） (3) (9) （9）

監 査 役 3名 12百万円 12百万円
（う ち 社 外 監 査 役） (2) (6) （6）

合 計 ９名 63百万円 63百万円
（う ち 社 外 役 員） (5) (15) （15）

(注) １．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．当事業年度の取締役及び監査役の報酬は基本報酬のみであり、業績連動報酬及び非金銭報酬はありま

せん。
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(6) 社外役員に関する事項
（社外取締役） 石川 雅也氏
イ．重要な兼職先と当社との関係

新創監査法人の公認会計士であります。
新創監査法人と当社との間には、特別な関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況
当事業年度の取締役会に11回（11回開催）出席し、主に公認会計士としての専門的

な見地などから、取締役の職務執行及び取締役会決議における意思決定に妥当性及び適
正性を確保すべく、議案の審議に必要な発言を適宜行っております。

（社外取締役） 田中 美登里氏
イ．重要な兼職先と当社との関係

弁護士であります。
同氏と当社との間には、特別な関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況
当事業年度の取締役会に2回（11回開催）出席し、主に弁護士としての専門知識と豊

富な経験から、議案の審議に必要な発言を適宜行っております。

（社外取締役） 石川 雅己氏
イ．重要な兼職先と当社との関係

同氏と当社との間には、特別な関係はありません。
ロ．当事業年度における主な活動状況

当事業年度の取締役会に11回（11回開催）出席し、主に行政活動を通じた豊富な経
験と幅広い知識から、議案の審議に必要な発言を適宜行っております。
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（社外監査役） 藤原 幹人氏
イ．重要な兼職先と当社との関係

株式会社ジュパの取締役会長であります。
同社は電子部品の商社であり、当社と商品の販売･仕入の取引関係があります。

ロ．当事業年度における主な活動状況
当事業年度の取締役会に9回(11回開催）及び監査役会に８回(10回開催）出席し、豊

富な経験に基づいた経営的見地に加えて、コーポレートガバナンスに関する知見から、
議案･審議等に適宜発言を行っております。

（社外監査役） 外村 玲子氏
イ．重要な兼職先と当社との関係

中村合同特許法律事務所のパートナー弁護士･弁理士であります。
中村合同特許法律事務所と当社との間には、特別な関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況
当事業年度の取締役会に11回(11回開催）及び監査役会に10回(10回開催）出席し、

主に弁護士としての専門的見地などから、議案･審議等に適宜発言を行っております。
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５．会計監査人の状況
(1) 名 称 應和監査法人

(2) 報 酬 等 の 額
支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 16百万円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合
計額 16百万円

(注) １．監査役会は、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や適切性等を確認し、監査時間及び報酬単価と
いった算出根拠や算定内容を精査した結果、当該報酬は相当、妥当であることを確認のうえ、報酬等
を同意しております。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、これらの合計額を記載しておりま
す。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定めるいず

れかの事由に該当した場合、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたしま
す。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまし
て、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、上記の場合の他、会計監査人の職務の執行状況、監査の品質等を総合的に勘案し

て、監査役会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該
決定に基づき、当該議案を株主総会に提案いたします。
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連 結 貸 借 対 照 表
(2025年３月31日現在)

(単位：千円)
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 4,125,519 流 動 負 債 1,974,734

現 金 及 び 預 金 1,156,490 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 616,461
受 取 手 形 75,730 電 子 記 録 債 務 721,382
電 子 記 録 債 権 579,032 短 期 借 入 金 500,000
売 掛 金 1,037,199 未 払 法 人 税 等 1,915
商 品 1,204,276 賞 与 引 当 金 33,991
そ の 他 73,407 そ の 他 100,983
貸 倒 引 当 金 △616

固 定 資 産 2,566,904 固 定 負 債 243,709
有 形 固 定 資 産 1,557,655 長 期 未 払 金 7,992
建 物 及 び 構 築 物 398,605 繰 延 税 金 負 債 194,336
器 具 及 び 備 品 18,216 退 職 給 付 に 係 る 負 債 30,392
土 地 1,140,833 資 産 除 去 債 務 10,817

無 形 固 定 資 産 214,609 そ の 他 170
借 地 権 28,203 負 債 合 計 2,218,443
ソ フ ト ウ エ ア 9,823 純 資 産 の 部
そ の 他 176,582 株 主 資 本 4,069,827

投 資 そ の 他 の 資 産 794,639 資 本 金 500,000
投 資 有 価 証 券 785,651 資 本 剰 余 金 372,500
そ の 他 44,331 利 益 剰 余 金 3,202,240
貸 倒 引 当 金 △35,344 自 己 株 式 △4,912

その他の包括利益累計額 404,152
その他有価証券評価差額金 404,152

純 資 産 合 計 4,473,980
資 産 合 計 6,692,424 負 債 ・ 純 資 産 合 計 6,692,424
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連 結 損 益 計 算 書

〔2024
2025

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで〕

(単位：千円)
科 目 金 額

売 上 高 6,428,380
売 上 原 価 5,372,845

売 上 総 利 益 1,055,535
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 992,094

営 業 利 益 63,441
営 業 外 収 益 26,510

受 取 利 息 4
受 取 配 当 金 23,018
為 替 差 益 1,366
そ の 他 2,120

営 業 外 費 用 5,496
支 払 利 息 5,493
そ の 他 2
経 常 利 益 84,455

特 別 損 失 37,951
固 定 資 産 除 却 損 0
減 損 損 失 17,042
損 失 補 填 金 20,909

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 46,503
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税 9,009
法 人 税 等 調 整 額 228
当 期 純 利 益 37,265
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 37,265
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貸 借 対 照 表
(2025年３月31日現在)

(単位：千円)
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 3,598,145 流 動 負 債 1,860,345

現 金 及 び 預 金 811,626 支 払 手 形 41,825
受 取 手 形 58,949 電 子 記 録 債 務 648,019
電 子 記 録 債 権 541,848 買 掛 金 542,556
売 掛 金 994,464 短 期 借 入 金 500,000
商 品 1,120,708 未 払 金 27,902
前 払 費 用 12,423 未 払 費 用 29,400
そ の 他 58,236 未 払 法 人 税 等 1,825
貸 倒 引 当 金 △111 賞 与 引 当 金 33,071

預 り 金 8,277
固 定 資 産 2,574,455 そ の 他 27,467
有 形 固 定 資 産 1,557,466
建 物 398,605 固 定 負 債 242,587
構 築 物 0 長 期 未 払 金 7,992
器 具 及 び 備 品 18,026 繰 延 税 金 負 債 194,538
土 地 1,140,833 退 職 給 付 引 当 金 29,068

資 産 除 去 債 務 10,817
無 形 固 定 資 産 213,882 そ の 他 170
借 地 権 28,203
ソ フ ト ウ エ ア 9,764
電 話 加 入 権 6,424 負 債 合 計 2,102,932
そ の 他 169,489 純 資 産 の 部

株 主 資 本 3,665,515
投 資 そ の 他 の 資 産 803,107 資 本 金 500,000
投 資 有 価 証 券 785,651 資 本 剰 余 金 372,500
関 係 会 社 株 式 10,000 資 本 準 備 金 372,500
出 資 金 3,350 利 益 剰 余 金 2,797,928
差 入 保 証 金 4,026 利 益 準 備 金 71,780
破 産 更 生 債 権 16,203 そ の 他 利 益 剰 余 金 2,726,148
そ の 他 投 資 等 78 固定資産圧縮積立金 119,932
貸 倒 引 当 金 △16,203 別 途 積 立 金 800,000

繰 越 利 益 剰 余 金 1,806,216
自 己 株 式 △4,912

評価・換算差額等 404,152
その他有価証券評価差額金 404,152

純 資 産 合 計 4,069,668
資 産 合 計 6,172,601 負 債 ・ 純 資 産 合 計 6,172,601
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損 益 計 算 書

〔2024
2025

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで〕

(単位：千円)
科 目 金 額

売 上 高 6,063,737
売 上 原 価 5,066,737

売 上 総 利 益 996,999
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 948,471

営 業 利 益 48,528
営 業 外 収 益 37,588

受 取 利 息 4
受 取 配 当 金 23,018
不 動 産 賃 貸 収 入 9,450
為 替 差 益 1,366
そ の 他 3,748

営 業 外 費 用 7,710
支 払 利 息 5,493
不 動 産 賃 貸 費 用 2,216
経 常 利 益 78,405

特 別 損 失 37,951
固 定 資 産 除 却 損 0
減 損 損 失 17,042
損 失 補 填 金 20,909

税 引 前 当 期 純 利 益 40,453
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税 6,422
法 人 税 等 調 整 額 △239
当 期 純 利 益 34,269
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2025年５月16日
株式会社栄電子

取締役会 御中
應 和 監 査 法 人
東京都千代田区
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 小 池 将 史
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 堀 友 善

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社栄電子の2024年４月１

日から2025年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、株式会社栄電子及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書
類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の
責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記

載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内
容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら

ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
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連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過
程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との
間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の
記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した

場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作

成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開
示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の

執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又

は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお
いて独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又
は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思
決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注
意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場
合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の
表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して
いるかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する
十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督
及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実

施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関

する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事
項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準
にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。
以 上
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2025年５月16日
株式会社栄電子

取締役会 御中
應 和 監 査 法 人
東京都千代田区
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 小 池 将 史
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 堀 友 善

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社栄電子の2024年

４月１日から2025年３月31日までの第58期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類
等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記

載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内
容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら

ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
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計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程
において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に
重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載
内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した

場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成す

ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の

執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は

誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書におい
て独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤
謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に
影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた
めに、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合
は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表
示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している
かどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実

施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関

する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事
項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準
にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書
当監査役会は、2024年４月１日から2025年３月31日までの第58期事業年度の取締役の

職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を
作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(１)監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果
について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(２)各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等
に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査
の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要
な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、
子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社か
ら事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保する
ために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備
に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シス
テム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報
告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保す
るための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理
基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、
必要に応じて説明を求めました。
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以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並び
に連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して

いるものと認めます。
二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事

実は認められません。
三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当

該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について
も、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人應和監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人應和監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年５月20日
株式会社栄電子 監査役会

常勤監査役 菊 池 隆 之 ㊞
社外監査役 藤 原 幹 人 ㊞
社外監査役 外 村 玲 子 ㊞

以 上
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株主総会会場ご案内図

会 場 東京都文京区湯島一丁目７番５号
東京ガーデンパレス３Ｆ「平安」
電話（03）3813−6211

● ＪＲ中央線「御茶ノ水駅」下車、「聖橋口」より徒歩５分
● 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」下車、徒歩５分
● 東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水駅」下車、徒歩５分
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（交付書面省略事項）

業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要･････････ 3６頁
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株主資本等変動計算書 ･･･････････････････････････････････････ 5１頁
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株式会社栄電子
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業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務

の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
【内部統制システム構築の基本方針】

当社は、健全で持続的な発展をするために内部統制システムを構築及び運用(以下「構築」
という。）することが経営上の重要な課題であると考え、会社法及び会社法施行規則並びに
金融商品取引法の規定に従い、次のとおり「内部統制システム構築の基本方針（以下「本方
針」という。）を決定し、当社及び子会社の業務の有効性、効率性及び適正性を確保し、企
業価値の維持・増大につなげます。
当社は、本方針に基づく内部統制システムの構築状況及び経営環境の変化等に応じて、本

方針の不断の見直しを行い、実効的かつ合理的な内部統制システムの構築に努めます。

(1) 当社及び子会社の取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制
i)当社及び子会社は、法令等の遵守があらゆる企業活動の前提であると認識し、社会の構成
員としての企業人・社会人として求められる行動規範・企業倫理の遵守の徹底を図る。
また、当社及び子会社の取締役・使用人がこうした社会規範、倫理、法令等の遵守及び浸

透を率先垂範することにより、公正かつ適切な企業活動の実現と社会との調和を図るものと
する。
ⅱ)取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、社会規範に基づいた行動をとるための行動
規範として「コンプライアンス規程」を制定し、コンプライアンス強化のための指針とし
て、教育･啓発活動を実施する。
また、コンプライアンスの徹底を図るため、総務部がコンプライアンスの取り組みを横断

的に統括し、教育及び周知を行う。
ⅲ)取締役及び使用人が重要な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見
した場合、コンプライアンス担当部署に通報するものとし、コンプライアンス担当部署は取
締役会に報告する。
また、取締役及び使用人が法令もしくは定款上疑義のある行為等について、それを直接通

報しても、当該取締役及び使用人に不利益な扱いを行わない旨等を「コンプライアンス規程」
において規定する。
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ⅳ)監査役及び内部監査室は連携し、コンプライアンス体制の調査、法令並びに定款上の問
題の有無を調査し、代表取締役に報告する。
また、内部監査室は、必要に応じて子会社の内部監査を行い、内部統制の構築状況の評価

及び改善指導を行う。
ⅴ)重要な法務的問題及びコンプライアンスに関する事項は、顧問弁護士と適宜協議し指導
を受ける体制を導入する。
ⅵ)社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした姿
勢で組織的に対応する。

(2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ)当社は、「文書管理規程」に基づき、法定の議事録及び任意の経営会議議事録のほか、取
締役の職務執行に係る文書等をその添付書類とともに、規程の定めるところによりこれを適
切に保管し管理する。また、当該文書については、取締役・監査役が常時閲覧できるものと
する。
ⅱ)機密情報、個人情報などの漏えいのリスクに的確に対処するため「情報管理規程」「個人
情報保護規程」に基づき、情報管理体制の整備、強化に努める。

(3) 当社及び子会社における損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ)当社及び子会社は、当社グループ全体の事業リスク、情報セキュリティー等に関するリ
スク、その他の事業遂行上のリスクについて、グループ内の各所管業務部署において認識
し、専門的な検討を加えたうえ、そのリスクの低減に取り組むとともに、取締役が所管部署
の状況を監視・監督する体制をとっている。
また、事業活動に重大な影響を及ぼすおそれのある経営リスクについては、グループ内の

各所管部署にて対応策を検討し、取締役会で審議しリスク管理を行う。
ⅱ)当社及び子会社のリスク管理体制が有効に機能しているか否かは、内部監査室によって
も検証され、代表取締役に適宜報告のうえ、必要があれば改善を行う。

(4) 当社及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ)当社グループの取締役会は、月１回の定時取締役会及び随時開催される臨時取締役会に
おいて経営の重要事項及び個別案件の決議を適時行う。また、子会社の取締役会においても
定時取締役会及び臨時取締役会において経営の重要事項及び個別案件の決議を適時行う。
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ⅱ)当社及び子会社の取締役会は、取締役会が定める経営機構、代表取締役及びその他の業
務執行を担当する取締役･執行役員等の職務分掌に基づき、代表取締役及び各業務担当取締
役･執行役員に業務の執行を行わせる。
ⅲ)当社及び子会社の取締役会は、経営の意思伝達及び各部門並びに子会社の業務執行状況
と問題点の把握･対応策の討議を行う。
また、年度予算制度により、予算の執行は各部門及び子会社が立案した業務目標に基づく

実行計画によって遂行し、目標の進捗･達成状況を定期的に代表取締役に報告し、適宜、計
画及び社内諸規程などのシステムの有効性についての確認を行って継続的な改善に努める体
制をとっている。
ⅳ)代表取締役及びその他の業務執行を担当する取締役･執行役員に業務執行の決定を委任し
た事項については、「組織規程」「職務分掌規程」「職務権限規程」に定める機関または手続
きにより必要な決定を行う。これらの規程は、法令の改廃、職務執行の効率化の必要がある
場合は、随時見直すものとする。

(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ)当社及び子会社は、業務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための諸施策
に加え、栄電子グループの企業集団としての業務の適正と効率性を確保するために必要なグ
ループとしての規定を「関係会社管理規程」として定めている。
ⅱ)関係会社の管理は当社管理部門が担当し、管理部門担当取締役が統括する。関係会社担
当取締役は、関係会社の管理の進捗状況を定期的に取締役会において報告する。
ⅲ)当社は、子会社を含むグループ共通の経営計画を常に認識した体制を確保するために、
取締役が各社間の情報について常に連携する緊密な体制を構築する。
また、グループ間が常に一定の水準を保てるよう法令遵守体制や、リスク管理体制の整備

についても当社管理部門を中心に推進する。
ⅳ)監査役は栄電子グループの連結経営に対応したグループ全体の監視･監査を実効的かつ適
正に行えるよう会計監査人との緊密な連携をとる。
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(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人の取締
役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

ⅰ)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、取締役会は監査役と
協議のうえ、監査役を補助すべき使用人を置く。この場合において、当該使用人の任命、異
動、評価等の人事権に係る事項については、監査役会の意見を尊重したうえで行うものと
し、その独立性が尊重され、監査役の指示の実効性の確保に努める。
ⅱ)指名された使用人の独立性を確保するため、当該使用人への指揮権は監査役に委譲され
たものとし、取締役の指揮命令は受けないものとする。

(7) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
ⅰ)当社の取締役及び使用人並びに子会社の役職員は、当社の監査役の要請に応じて業務の
執行状況の報告を行う。
ⅱ)当社の取締役及び使用人並びに子会社の役職員は、当社または子会社に重大な損害を与
える事実が発生するおそれがあるとき、また、当社または子会社の役職員による重大な違反
行為を発見したときは、直ちに当社の監査役に報告するものとする。
ⅲ)当社の監査役は、常時必要に応じ、当社の取締役及び使用人並びに子会社の役職員に対
して直接説明を求めることができる。
ⅳ)当社の監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、当社及
び子会社の取締役会その他重要会議に出席することができる。
また、代表取締役との定期的な意見交換により経営方針の確認等意思の疎通に努める。

(8) 監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを受けないこと
を確保するための体制
当社は、前項の監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由に不利益な取り扱い

を受けない旨を「コンプライアンス規程」に定めている。
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(9) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の
執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行に関して費用の前払いなどの請求をしたときは、当該請

求に係る費用などが当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明しうる場合を除き、速
やかに当該請求に応じる。

(10) 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ)取締役及び使用人は、監査の実効性、有用性に対する理解が浸透するように監査環境を
整備する。
ⅱ)監査役会は、定期的に代表取締役に対して監査実施状況や意見交換を行うための会議を
開催している。
ⅲ)監査役は、「監査役会規程」に基づく独立性と権限により、監査の実効性を確保するとと
もに、内部監査部門及び会計監査人と緊密な連携を保ちながら自らの監査結果の達成を図
る。

(11) 財務報告の信頼性を確保する体制
財務報告の信頼性を確保するために、「財務報告に係る内部統制の基本方針書」を策定し、

財務に係る業務の仕組みを整備構築して業務の改善に努める。

(業務の適正を確保するための体制の運用状況)
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務

の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

(1)内部統制システム全般
当社及び子会社の内部統制システム全般の整備･運用状況を当社の内部監査室がモニタリ

ングし、改善を進めております。

(2)コンプライアンス
当社は、当社及び子会社の使用人に対し、その階層に応じて必要なコンプライアンスに

ついて、社内研修での教育及び会議体での説明を行い、法令及び定款を遵守するための取
組みを継続的に実施するとともに、監査役監査及び内部監査を通じて、当社並びに子会社
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の取締役等及び使用人の職務の執行が法令、定款及び社内規程等に基づき執行されている
ことを確認しております。
また、当社は「コンプライアンス規程」により相談・通報体制を設けており、グループ

各社にも開放することでコンプライアンスの実効性向上に努めております。

(3)リスク管理体制
当社及び当社子会社の経営における重大な損失、不利益等を最小限にするためリスクの

把握･評価･対応策等によるリスク管理を継続的に行っております。
また、「危機管理マニュアル」の改定を適時行い、有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と

緊急体制の整備･強化に努めております。

(4)内部監査
内部監査室が作成した内部監査計画に基づき、当社及び子会社の内部監査を実施してお

ります。
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連結株主資本等変動計算書

〔2024
2025

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで〕

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 500,000 372,500 3,215,762 △4,912 4,083,349

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △50,787 △50,787
親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益 37,265 37,265

株 主 資 本 以 外 の 項 目
の 当 期 変 動 額 （純 額）

当 期 変 動 額 合 計 - - △13,522 - △13,522

当 期 末 残 高 500,000 372,500 3,202,240 △4,912 4,069,827

その他の包括利益累計額
純 資 産 合 計

その他有価証券評価差額金 その他の包括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 478,410 478,410 4,561,760

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △50,787
親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益 37,265

株 主 資 本 以 外 の 項 目
の 当 期 変 動 額 （純 額） △74,257 △74,257 △74,257

当 期 変 動 額 合 計 △74,257 △74,257 △87,779

当 期 末 残 高 404,152 404,152 4,473,980
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連 結 注 記 表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項等
(1) 連結の範囲に関する事項
① 連結子会社の数及び連結子会社の名称

連結子会社の数 １社
連結子会社の名称 東栄電子株式会社

(2) 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

(3) 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法
イ．その他有価証券
市場価格のない株
式等以外のもの

：時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により
算定）

市場価格のない株
式等

：移動平均法による原価法

ロ．棚卸資産
商 品 ：移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産
（リース資産を
除く）

：定率法。但し、1998年４月１日以降に取得した建物 (建物附属設備を除く）並び
に2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を
採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ８〜50年

ロ．無形固定資産
（リース資産を
除く）

：定額法。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間
（５年）に基づいております。
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ハ．リ ー ス 資 産：所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

③ 重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当連結会計年度における負担

分を計上しております。
④ 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退
職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

⑤ 重要な収益及び費用の計上基準
商品を引き渡した時点において顧客が当該商品に対する支配を獲得することから、履行義務が充足さ

れると判断しており、当該商品をそれぞれ引き渡した時点で収益を認識しております。なお、商品の国
内の販売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場
合には、出荷時に収益を認識しております。
売上高は、顧客との契約において約束された対価から売上値引、売上割引を控除した金額で測定して

おります。
⑥ その他連結計算書類の作成のための重要な事項

重要な外貨建資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

しております。
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２.会計上の見積りに関する注記
（繰延税金資産）
(1)当連結会計年度に計上した金額 繰延税金資産 1,502千円

繰延税金負債 194,336千円
(注)１ 繰延税金資産、繰延税金負債は納税主体ごとに相殺表示しております。
(注)２ 繰延税金資産は、投資その他の資産の「その他」に含まれております。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社では、将来減算一時差異の解消により、将来の税金負担額を軽減する効果を有すると認められる範
囲を回収可能性があると判断し、繰延税金資産を計上しております。具体的には、将来の一時差異解消ス
ケジュール、タックスプランニング及び収益力に基づく課税所得の見積り等に基づいて判断しております。
これらは主に取締役会で承認された事業計画を基礎として見積っておりますが、当該事業計画において

は、半導体市場や関連装置の需要動向、新市場・新規顧客の開拓、既存顧客の潜在的需要の掘り起こし等
について一定の仮定に基づき収益及び費用を予測しており、不確実性を伴っております。そのため、将来
の不確実な経済状況及び会社の経営状況の影響を受け、実際の解消時期や課税所得が見積りと異なった場
合、翌連結会計年度の連結計算書類に重要な影響を与える可能性があります。

3．連結貸借対照表に関する注記
(1) 担保に供している資産 建 物 313,351千円

土 地 1,044,305千円
投資有価証券 227,700千円

計 1,585,356千円
上記資産は、短期借入金500,000千円の担保に供しております。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 947,449千円
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4．連結損益計算書に関する注記
（減損損失)

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
①減損損失を認識した資産グループの概要

用途 種類 場所 金額（千円）

遊休資産 土地 千葉県千葉市 17,042
②減損損失の認識に至った経緯

事業の用に供していない遊休資産のうち、回収可能価額が帳簿価額を下回っている資産グループにつ
いて減損損失を計上しております。

③資産のグルーピングの方法
当社グループは、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位を基礎として資産のグルーピン

グを行っており、遊休資産においては、個別物件ごとにグルーピングを行っております。
④回収可能価額の算定方法

遊休資産の回収可能価額は、市場価格等に基づく正味売却価額により測定しております。

5．連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数
普 通 株 式 5,090,000株 -株 -株 5,090,000株

(2) 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額

・配当金の総額 50,787千円
・配当の原資 利益剰余金
・１株当たりの配当金額 10円
・基準日 2024年３月31日
・効力発生日 2024年６月28日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期になるもの
・配当金の総額 50,787千円
・配当の原資 利益剰余金
・１株当たり配当金額 10円
・基準日 2025年３月31日
・効力発生日 2025年６月30日
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６．金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項
①金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金
を調達しております。

②金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
受取手形、電子記録債権及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図

っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期毎に時価の把握を
行っております。
借入金の使途は運転資金（主として短期）であります。

③金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに

より、当該価額が変動することもあります。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項
2025年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ

ります。なお、現金及び預金、受取手形、電子記録債権、売掛金、支払手形及び買掛金、電子記録債務、
短期借入金については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するもので
あることから、記載を省略しております。

（単位：千円）
連結貸借対照表計上額 時価 差額

投資有価証券(注) 722,649 722,649 -
資産計 722,649 722,649 -

(注）市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融資産の連結貸借対照表計
上額は以下のとおりであります。

(単位：千円）
区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 63,002

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ

ベルに分類しております。
レベル１の時価： 同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の）相場価格により算定した時価

レベル２の時価：
レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定し
た時価

レベル３の時価： 重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
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①時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券
株式 722,649 - - 722,649

資産計 722,649 - - 722,649
②時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
該当事項はありません。

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式は、相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その

時価をレベル１の時価に分類しております。

７．賃貸等不動産に関する注記
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため注記の記載を省略しております。

８．収益認識に関する注記
(1)顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループは、産業用一般電子部品･電子機器の販売を主な事業とする単一セグメントであるため、売
上高を品目別に記載しております。

(単位:千円)
品 名 販売高

商品
一般電子部品 3,730,260
電源 1,341,210
電子デバイス 283,902
ＩｏＴ機器 157,093
センサー 58,691
その他 857,222

顧客との契約から生じる収益 6,428,380
その他の収益 -
外部顧客への売上高 6,428,380

2025年05月27日 09時12分 $FOLDER; 50ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



― 50 ―

(2)収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表の「連結計算書類の作成のための基本となる重要

な事項等 (3)会計方針に関する事項 ⑤重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
なお、商品における対価は履行義務を充足した時点から主として２ヶ月以内に回収しております。

(3)当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①契約負債の残高等

（単位：千円）
当連結会計年度

契約負債（期首残高） 405
契約負債（期末残高） 193

契約負債は履行義務の充足前に顧客から受け取った前受金であり、収益の認識に伴い残高が減少します。
前受金は連結貸借対照表上、流動負債の「その他」に含まれております。
なお、当連結会計年度中に認識された収益のうち、期首時点で契約負債に含まれていた金額は405千円

です。

②残存履行義務に配分した取引価格
全て当初の予想期間が1年以内の契約であるため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。

９．１株当たり情報に関する注記
(1) １株当たり純資産額 880円93銭
(2) １株当たり当期純利益 7円34銭

10．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

11．その他の注記
該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書

〔2024
2025

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで〕

(単位：千円)
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 資本剰余金
合 計 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計固 定 資 産

圧縮積立金 別途積立金 繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 500,000 372,500 372,500 71,780 125,069 800,000 1,817,597 2,814,446
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △50,787 △50,787

当 期 純 利 益 34,269 34,269

税率変更による積立金の調整額 △1,575 1,575 -

固定資産圧縮積立金取崩 △3,560 3,560 -

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 - - - - △5,136 - △11,381 △16,517

当 期 末 残 高 500,000 372,500 372,500 71,780 119,932 800,000 1,806,216 2,797,928

株 主 資 本 評価・換算差額等
純資産合計

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計 その他有価証券評価差額金 評価・換算

差額等合計
当 期 首 残 高 △4,912 3,682,033 478,410 478,410 4,160,444

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △50,787 △50,787

当 期 純 利 益 34,269 34,269

税率変更による積立金の調整額 - -
固定資産圧縮積立金取崩 - -
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △74,257 △74,257 △74,257

当 期 変 動 額 合 計 - △16,517 △74,257 △74,257 △90,775
当 期 末 残 高 △4,912 3,665,515 404,152 404,152 4,069,668
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個 別 注 記 表

１．重要な会計方針に係る事項
(1) 資産の評価基準及び評価方法
① 関係会社株式：移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株

式以外のもの
：時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定）

市場価格のない株
式等

：移動平均法による原価法

③ 棚卸資産
商 品 ：移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

(2) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
（リース資産を
除く）

：定率法。但し、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに
2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用
しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ８〜50年

② 無形固定資産
（リース資産を
除く）

：定額法。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５
年）に基づいております。

③ リ ー ス 資 産：所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準
① 貸 倒 引 当 金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しておりま

す。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とす

る方法を用いた簡便法を適用しております。
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③ 賞 与 引 当 金
従業員に対して支給する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当事業年度における負担分を計

上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準
商品を引き渡した時点において顧客が当該商品に対する支配を獲得することから、履行義務が充足され

ると判断しており、当該商品をそれぞれ引き渡した時点で収益を認識しております。なお、商品の国内の
販売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合に
は、出荷時に収益を認識しております。
売上高は、顧客との契約において約束された対価から売上値引、売上割引を控除した金額で測定してお

ります。

(5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
① 重要な外貨建資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
ります。

２.会計上の見積りに関する注記
① 当事業年度に計上した金額 繰延税金負債 194,538千円
(注）繰延税金資産、繰延税金負債は相殺表示しております。

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社では、将来減算一時差異の解消により、将来の税金負担額を軽減する効果を有すると認められる範囲

を回収可能性があると判断し、繰延税金資産を計上しております。具体的には、将来の一時差異解消スケジ
ュール、タックスプランニング及び収益力に基づく課税所得の見積り等に基づいて判断しております。
これらは主に取締役会で承認された事業計画を基礎として見積っておりますが、当該事業計画において

は、半導体市場や関連装置の需要動向、新市場・新規顧客の開拓、既存顧客の潜在的需要の掘り起こし等に
ついて一定の仮定に基づき収益及び費用を予測しており、不確実性を伴っております。そのため、将来の不
確実な経済状況及び会社の経営状況の影響を受け、実際の解消時期や課税所得が見積りと異なった場合、翌
事業年度の計算書類に重要な影響を与える可能性があります。
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３．貸借対照表に関する注記
(1) 担保に供している資産 建 物 313,351千円

土 地 1,044,305千円
投 資 有 価 証 券 227,700千円

計 1,585,356千円
上記資産は、短期借入金500,000千円の担保に供しております。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 945,148千円
(3) 関係会社に対する金銭債権、債務
① 短期金銭債権 3,397千円
② 短期金銭債務 12,158千円

(4) 取締役及び監査役に対する金銭債務
金銭債務 3,660千円

４．損益計算書に関する注記
(1) 関係会社との取引高
① 売 上 高 49,925千円
② 仕 入 高 150,698千円
③ 営業取引以外の取引高 11,328千円

(2) 減損損失
連結注記表に同一の内容を記載しているため注記を省略しております。

５．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数
普 通 株 式 11,264株 -株 -株 11,264株

６．税効果会計に関する注記
繰延税金資産の発生の主な原因は賞与引当金等であり、繰延税金負債の発生の主な原因はその他有価証券評

価差額金であります。
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７．関連当事者との取引に関する注記
関連当事者との取引に関しましては、子会社、役員が代表者である会社との取引が該当しますが、一般の取

引条件と同等の条件にて取引していることから、注記の記載を省略しております。

８. 収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表に同一の内容を記載している

ため注記を省略しております。

９．１株当たり情報に関する注記
(1) １株当たり純資産額 801円32銭
(2) １株当たり当期純利益 6円75銭

10．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

11．その他の注記
該当事項はありません。
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